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第 4 章 地⽅公共団体におけるデータを活⽤した⾏政サービス事例集 

 
地⽅公共団体におけるデータを活⽤した⾏政サービス事例集として、今回実証を⾏った２

事例、ヒアリング調査を⾏った 4 事例、⽂献調査を⾏った８事例を紹介します。 
 
表 4-1 データを活⽤した⾏政サービス事例（実証事例） 
No. 事例名 団体 分野 概要 ページ 
1 属性情報を活⽤した住⺠

への情報提供サービス 
千葉市 ⼦育て 属性情報等を活⽤して保育園の

空き状況などの⼦育て関連情報
をプッシュ型で提供 

 50 

2 部局横断的にデータを結
合して活⽤した政策⽴
案・評価 

姫路市 ⼦育て 住⺠情報等を活⽤した⼦育て関
係の政策⽴案・評価 

63 

  
表 4-2 データを活⽤した⾏政サービス事例（ヒアリング調査） 
No. 事例名 団体 分野 概要 ページ 
3 ⼦ども成⻑⾒守りシステム 箕⾯市 ⼦育て ⼦どもたちの学⼒や⽣活状況、

家庭の経済状況などのデータやア
ンケート結果を、関連付け可能
な形で保有するシステム 

84 

4 地域包括ケア情報プラット
フォーム 

福岡市 介護 医療・介護・健康関連の様々な
データを各市⺠に紐付けて管理・
分析し、地域医療や介護事業の
⽴案を推進 

89 

5 ⺟⼦健康情報サービス
（会津若松＋） 

会津若
松市 

⼦育て ⼦どもの成⻑記録や予防接種の
スケジュール機能などを提供す
る、⼦育てに係る情報提供ポータ
ルサイト 

93 

6 統合型 GIS と住⺠基本
台帳システムの連携  

会津若
松市 

街づくり 毎⽇、住基台帳の最新データが
GIS に反映され、市⺠課・危機
管理課・地域づくり課等のさまざ
まな課で活⽤ 

97 
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表 4-3 データを活⽤した⾏政サービス事例（⽂献調査） 
No. 事例名 団体 分野 概 要 ページ 
7 電⼦お薬⼿帳サービス

「harmo」（ハルモ） 
川崎市 医療 お薬⼿帳を電⼦化し、調剤履歴

をクラウド上に保管 
100 

8 NDB（ナショナルデータ
ベース）の分析 

横浜市 医療 全国のレセプトデータ等を⼀元化
した国が保有するデータベースの
データ提供の承認を取得し、分
析を実施 

102 

9 マイＭＥ-ＢＹＯ（みび
ょう）カルテ 

神奈川
県 

健康 個⼈の健康情報等を⼀覧で管
理・閲覧できるアプリを運⽤ 

104 

10 健診データを使った健康
増進アプリ 

北海道
情報⼤
学 、 江
別市 

健康 体組成計測や⾎液検査などのデ
ータから AI が「病気リスク」「医療
機関を受診すべき時期」「採るべ
き⾷事メニュー」などを助⾔するア
プリを開発 

107 

11 ⼦育て総合案内サイト
「かけっこ」 

掛川市 ⼦育て ⼦育てに係る総合的な情報の提
供とともに、⼦どもの⽣年⽉⽇
（年齢）に応じた各種⼦育て情
報を提供 

109 

12 統合型 GIS による災害
情報の可視化 

浦安市 災害対策 GIS を活⽤して乳幼児のいる世
帯の位置を把握し、災害時の給
⽔⾞の配置計画を策定 

111 

13 ちばレポ（ちば市⺠協働
レポート） 

千葉市 ⾏政 「ちばレポ」で市内の課題情報な
どを市⺠から集め、対応状況を含
めて共有 

113 

14 福岡市LINE公式アカウ
ント 

福岡市 ⾏政 防災やごみの⽇、⼦育てなどの⽣
活密着情報の中から、欲しい情
報だけをタイムリーに LINE で受
信できる仕組みを構築 

115 
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事例１ 属性情報を活⽤した住⺠への情報提供サービス（千葉市）【実
証】 

 
（１）実証の概要 
 
住⺠情報を活⽤して、該当する住⺠にプッシュ型で情報提供することで、必要な情報を必要なタ
イミングで的確に届けます。以下の３つのユースケースについて実証しました（ユースケース３は机
上検討のみ）。 

ユースケース１：ひとり親家庭への⼦育て⽀援策の情報提供 
ユースケース２：居住地や⼦の年齢に応じた保育園空き情報の提供 
ユースケース３：税情報を活⽤した保育料の⾒込額通知 

 
（２）サービスの概要 
 

ユースケース１：ひとり親家庭への⼦育て⽀援策の情報提供 
ひとり親家庭への⽀援策のうち、公営駐輪場の減免や JR 定期券助成、福祉資⾦貸付な

ど、児童扶養⼿当や医療費助成などのよく知られた施策以外の情報を、対象者にスマートフォ
ン⽤のアプリケーションのプッシュ通知を通じて提供します。 

 

 
図 4-1 ユースケース１：ひとり親家庭への⼦育て⽀援策の情報提供イメージ 
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なお、情報提供する主な⽀援策は下表のとおりです。 
 
図 4-2 千葉市におけるひとり親家庭の⽀援策の例 
・駐輪場の減免 
・JR 定期乗⾞券の割引制度 
・市営住宅⼊居の優遇措置 
・⽔道料⾦の⼀部減免制度 
・⺟⼦⽗⼦家庭等への医療費助成 
・⺟⼦・⽗⼦・寡婦福祉資⾦貸付（事業継続資⾦） 
・⺟⼦・⽗⼦・寡婦福祉資⾦貸付（技能習得資⾦） 
・⺟⼦・⽗⼦・寡婦福祉資⾦貸付（修学資⾦） 
 
 

ユースケース２：ひとり親家庭への⼦育て⽀援策の情報提供 
市⺠の居住地や⼦の年齢に応じた保育園の空きに関する情報を、スマートフォン⽤のアプリケ

ーションのマップ表⽰を通じて提供します。 
 

 
 

図 4-3 ユースケース２：居住地や⼦の年齢に応じた保育園空き情報の提供イメージ 
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ユースケース３：税情報を活⽤した保育料の⾒込額通知 
⼦どもの保育園（認定こども園含む）の次年度等の保育料について、親の所得額・納税額

及び世帯構成などの個⼈情報を活⽤し、その⾒込額をスマートフォン⽤のアプリケーションを通
じて情報提供します。 

 

 
 

図 4-4 ユースケース３：税情報を活⽤した保育料の⾒込額通知イメージ 
 
 
（３）期待する効果 

今回の実証サービスで期待する主な効果は以下のとおりです。 
 

表 4-4 期待する主な効果 
対象 効果 ユースケース 
住⺠ 各種⽀援策の認知度向上 ユースケース１ 

各種⽀援策の申請件数の増加 ユースケース１ 
保育園の申込みの平準化（偏在の解消） ユースケース２ 
調べる時間の削減 ユースケース１、２、３ 
事前の⽀出計画検討 ユースケース３ 

⾏政職員 問合せ対応時間の削減 ユースケース 2、３ 
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（４）各ユースケースで活⽤する個⼈情報 
各ユースケースで活⽤する主な個⼈情報は以下のとおりです。 
 

表 4-5 ユースケース１において利⽤する個⼈情報 
項⽬ 内容 

対象となるデータ ⼦どもを含む世帯員の⽣年⽉⽇、家族状況（配偶者関係
等） 

事務名（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠基本台帳事務 
利⽤⽬的（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠の居住関係を登録し、公証する 

所管部署 各区市⺠相互窓⼝課、各市⺠センター 
 
 
表 4-6 ユースケース２において利⽤する個⼈情報 

項⽬ 内容 
対象となるデータ ⼦どもを含む世帯員の⽣年⽉⽇、住所（居住地区）、家

族状況（親⼦関係等） 
事務名（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠基本台帳事務 

利⽤⽬的（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠の居住関係を登録し、公証する 
所管部署 各区市⺠相互窓⼝課、各市⺠センター 

 
 
表 4-7 ユースケース３において利⽤する個⼈情報 

 項⽬ 内容 
 
 
データ１ 

対象となるデータ ⼦どもを含む世帯員の⽣年⽉⽇、家族状況
（親⼦関係等） 

事務名（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠基本台帳事務 
利⽤⽬的（個⼈情報取扱事務⽬録） 住⺠の居住関係を登録し、公証する 

所管部署 各区市⺠相互窓⼝課、各市⺠センター 
 
 
データ 2 

対象となるデータ 世帯員の市⺠税所得割額 
事務名（個⼈情報取扱事務⽬録） 個⼈市⺠税に関する賦課事務 

利⽤⽬的（個⼈情報取扱事務⽬録） 地⽅税法に基づく個⼈住⺠税賦課決定・変更
及び調定 

所管部署 税務部市税事務所市⺠税課 
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また、今回、ユースケース３は机上検討のみ⾏ったことから、ユースケース１、２について、取り
扱った個⼈情報を、保有する情報システムで分類・整理すると以下のようになります。 
 

表 4-8 取り扱う個⼈情報の整理 

No. 分類 
⽣成・加⼯ 

ファイル 
個⼈情報 保管場所 

ユースケースでの利⽤ 

保有者 利⽤者 
ユース
ケース 

1 住⺠サービ
ス提供シス
テム（市⺠
ポータルアプ
リ）の利⽤
者登録時に
取得する個
⼈情報 

利⽤者情報 ⽒名 
（⽒名、フリガナ） 

住⺠サービ
ス提供シス
テム 

住⺠サー
ビス提供
シ ス テ ム
所 管 部
署 

住⺠サー
ビス提供
シ ス テ ム
所 管 部
署 

すべて 

2 性別 
3 ⽣年⽉⽇ 
4 住所 
5 メールアドレス 
6 アカウント情報 ユーザーＩＤ 
7 パスワード 
8 統合 DB ⼜

は基幹系シ
ス テ ム が 保
有する個⼈
情報 

属性情報 
（抽象化済） 

識別番号 属性情報
抽 出 ・ 加
⼯システム
（ 中 継 サ
ーバ、属性
情報加⼯
サーバ） 

住 ⺠ 基
本 台 帳
事 務 所
管部署 

（ 機 械
処 理 の
み） 

（機械
処理の
み） 9 ⽣年⽉⽇ 

（世帯主、世帯員） 
10 現住所 

住所コード 
11 続柄 

（世帯主、世帯員） 
12 市⺠税所得割額 個 ⼈ 市

⺠ 税 に
関する賦
課 事 務
所 管 部
署 

13 保育所⼊所申請者 ⼦ ど も ・
⼦ 育 て
⽀ 援 新
制 度 所
管部署 

14 統合 DB ⼜
は基幹系シ
ス テ ム が 保

属性情報 
（抽象化済） 

属性情報利⽤者識別
番号 

・ 属 性 情
報 抽 出 ・
加⼯システ

住 ⺠ 基
本 台 帳
事 務 所

情 報 発
信 を 実
施する業

すべて 

15 ⽣まれ年 1 
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（５）実証に⽤いた情報システム環境 

今回の実証で⽤いた情報システムは下図のとおりです。 
 

 
図 4-5 データ利活⽤共通基盤の機能構成図 

16 有する個⼈
情報 

現住所 
住所コード 

ム 
・住⺠サー
ビス提供シ
ステム 

管部署 務 所 管
部署 

2 

17 配偶者フラグ 1 
18 世帯年齢フラグ 1,2 
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図 4-6 実証環境のネットワーク・機器構成図 
 

 
（６）データ利活⽤基盤の庁内利⽤⼿順 

千葉市では庁内にデータ利活⽤基盤を整備してデータの利活⽤を進めています。今回のユー
スケースにおける庁内利⽤⼿順は以下のとおりです。 

 
表 4-9 データ利活⽤基盤の庁内利⽤⼿順の概要 
No. 処理内容 処理者 タイミング等 備考 
1 市⺠が利⽤申込み後、

通知先データを登録 
職員 利⽤申込み

があった時点
で随時 

⾃庁内の端末にてパブリックク
ラウド側の管理画⾯を操作 

2 市⺠がアプリインストール
後の抽出対象者（通知
希望者）の登録 

庁内の実証システム側の端末
にて作業 
（実証システムでは、開発事
業者にて設定） 
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No. 処理内容 処理者 タイミング等 備考 
3 既存の基幹系システムが

保有する個⼈情報から、
通知希望者の属性情報
を抽出 

⾃動 
（属性情報抽
出・加⼯システ
ム） 

定期的（週
⼀回など） 

⾃動抽出不可の場合は⼿動
も想定。また随時更新も可と
する。 

4 特定の個⼈を識別しづら
い形式に変換（抽出化
加⼯処理） 

属性情報をパブリッククラウドに
転送する前に、プライバシーリス
ト低減のため。 

5 抽出した属性情報をパブ
リッククラウド側に送信 

パブリッククラウド側でデータベー
スに記録 

6 職員操作による通知設
定 
・制度ごとの通知対象者
の選定条件の設定（関
連属性の選択） 
・通知内容の登録 

職員 随時 ⾃庁内の端末にてパブリックク
ラウド側の管理画⾯を操作 

7 住⺠属性の解析、通知
対象者の絞込み 

⾃動 
（住⺠サービ
ス提供システム
[市⺠ポータル
アプリ]） 

- 

8 個⼈属性に応じたお知ら
せを、スマートフォンのプッ
シュ通知機能を経由して
利⽤者が保有するスマー
トフォンのアプリへ通知 

⾃動 
（住⺠サービ
ス提供システム
[市⺠ポータル
アプリ]） 

パブリッククラウド上の住⺠サー
ビス提供システムがプッシュ通
知 サ ー バ （ Apple 、
Google） 
を経由してプッシュ通知 
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また、データ利活⽤基盤内のデータ取得・⽣成フロー及び、アプリを通じて住⺠に情報を提供
する際の⼿順は下図のとおりです。 
 

 
 

図 4-7 データ利活⽤基盤内のデータ取得・⽣成フロー 
 
 

 
 

図 4-8 データアクセス制御の⽅式と活⽤権限設定のシステム運⽤⼿順 
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（７）セキュリティ⾯の対応 
本実証では、⾃治体情報システム強靭性向上モデルへの対応等に加え、LGWAN 経由で

⺠間クラウドサービスを活⽤するため、データの閲覧権限を下表のように設定しました。 
 

表 4-10 ⺠間クラウドサービス内におけるデータ別アクセス権限 
No. データ 概要 アプリ運⽤部署の権限 
1 属性情報データ メッシュ加⼯した個⼈情報データ 閲覧不可 
2 利⽤者データ 市⺠ポータルアプリ上で、市⺠から同意の

上で収集したデータ 
閲覧可 

3 利⽤者と属性情報の紐
付けデータ 

利⽤者と属性情報の紐付けを制御するデ
ータ 

閲覧可 

 
 
また、セキュリティ事故等により、第三者が属性情報データを閲覧した場合のプライバシーリス

ク低減のため、特定の個⼈を識別できる記述、特徴的な属性や各属性項⽬の関係性等に係
る記述の⼀部⼜は全部の削除等を⾏う抽象化加⼯を⾏いました。 
 

表 4-11 抽象化加⼯措置内容 
No. 項⽬ 採⽤した直接的な抽象化加⼯措置 
1 ⽒名 削除 
2 統合データベースにおけ

る識別番号等 
削除し、本実証システムでのみ利⽤する別の ID（利⽤者 ID）に置換 

3 ⽣年⽉⽇ ・⽣年⽉に短縮 
・超⾼齢とわかる⽣年⽉⽇年齢を削除 

4 住所 コード化。扱う範囲を町丁⽬までに短縮。 

5 世帯員の⽣年⽉⽇ ① ⽣年⽉に短縮 

6 ② 同⼀世帯に属する世帯員の⼈数を年代別にカウントする。 

 
 
 

（８）本⼈確認及び本⼈同意の取得 
今回の実証のユースケースのように、本⼈の個⼈情報に基づいて加⼯された情報を本⼈に提

供する場合、千葉市個⼈情報保護条例では「本⼈の同意があるとき⼜は本⼈に提供するとき」
に個⼈情報の利⽤を認めています（第８条第 1 項第 1 号）。 
このため、個⼈情報取扱事務⽬録に⽰された事務として個⼈情報を提供する「⽬的内提供」
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であるか、その事務の範囲を超えて個⼈情報を提供する「⽬的外提供」であるかにかかわらず、
特に定めがない場合は、本⼈確認を⾏うことで（本⼈同意なしで）情報提供が可能になりま
す。 

 
（参考：千葉市個⼈情報保護条例） 
(個⼈情報の利⽤及び提供の制限) 
第８条 実施機関は、個⼈情報を取り扱う事務の⽬的以外の⽬的のために個⼈情報（特定個⼈情報を除

く。以下この条において同じ。）を当該実施機関の内部で利⽤し、⼜は個⼈情報を当該実施機関以外の
ものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

（１）本⼈の同意があるとき⼜は本⼈に提供するとき。  
（２）法令等に定めがあるとき。  
（３）個⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  
（４）当該実施機関の内部で利⽤し、⼜は他の実施機関に提供する場合であって、当該個⼈情報を使⽤

することに相当の理由があると認められるとき。  
（５）国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂⾏に当該個⼈情報が必要不

可⽋であり、かつ、当該個⼈情報を使⽤することにやむを得ない理由があると認められるとき。  
（６）前各号に掲げる場合のほか、審議会の意⾒を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、当該個⼈

情報を使⽤することにやむを得ない理由があると認められるとき。  
２ 実施機関は、前項ただし書の規定により個⼈情報を利⽤し、⼜は提供するときは、個⼈の権利利益を不

当に侵害することのないようにしなければならない。 
出所：千葉市個⼈情報保護条例より引⽤ 

 
 

ただし、税情報の利⽤については、千葉市の「税務証明等事務取扱要領」において、守秘
義務の厳格運⽤という観点から、本⼈への情報提供であっても本⼈同意を求めることとしてお
り、例えば保育料の算定に際して税情報を利⽤する場合、税務部はこども未来部に対して本
⼈同意を得ることを求めています。 
なお、ユースケース３は保育料の算定のために申請者本⼈のみならず世帯員の税情報を活

⽤することとなるため、世帯員全員の同意を求めるかが検討課題となります。 
現状の保育料算定においては同意書に世帯員全員のサインを求めることとしていますが、「税

務証明等事務取扱要領」には以下の記述があり、今回の実証においては申請者本⼈の同意
をもって税情報の活⽤が可能であると考えられます。 
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（参考：税務証明等事務取扱要領（千葉市）） 
[解説]（１）本⼈の同意書、委任状⼜は承諾書がある。 
ア 代理⼈ 

 本⼈の同意書、委任状⼜は承諾書（以下「委任状等」という。）を持参し、本⼈の同意があると認めら
れる場合。   

イ 納税義務者と⽣計を⼀にする同居の配偶者及び親族 
 原則として証明書は納税義務者に対して交付するものであり、個⼈情報の保護を考慮すると納税義務者
と⽣計を⼀にする同居の配偶者及び親族（以下「親族」という。）であっても委任状等が必要であるもの
の、市⺠サービスの観点並びに親族は納税義務者の所得及び資産状況について相互に知り得ているので
秘密に当たらないのが通例であり、かつ、本⼈の同意が推定されるので、以下の「委任状等が必要な場合」
を除き、委任があったものとみなして税務情報を開⽰することができる。 
※「委任状等が必要な場合」 
 ・内縁の妻等で⼾籍上親族でない者 
 ・納税義務者と住⺠基本台帳上の⽣計を⼀にする同居の親族であるが、事実上の離婚状態や財産の帰
属を巡った訴訟中である 
 ・同居していることが確認できない市外在住者 

出所：税務証明等事務取扱要領（千葉市）p.6 より引⽤ 
 
この事務取扱要領を定めた根拠として、下記に⽰す守秘義務に関する国からの通知がありま

す。ここに記述されているとおり、職業・家族の状況・所得・税額など、地⽅税法第 22 条に該
当する秘密は、地⽅公務員法第34条第1項により２重の守秘義務が課されていることから、
千葉市においてはこれを根拠に本⼈同意を求めています。 

 
（参考：「地⽅税に関する事務に従事する職員の守秘義務について 
（昭 49.11.19 ⾃治府第 159 号 各都道府県知事あて ⾃治省税務局⻑通知）」） 
標記については、地⽅公務員法及び地⽅税法に定められているところであるが、今後は下記のとおり取り扱うこ
とが適当であると考えられるので、その運⽤にあたって 慎重を期し、遺憾のないようにされたい。 なお、管下市
町村に対しても、この旨⽰達のうえ、その趣旨の徹底が図られるよう⼗分に指導されたい。  
１ 地⽅公務員法第３４条第１項の「秘密」とは、⼀般に知られておらず、他⼈に知られないことについて客

観的に相当の利益を有する事実で職務上知り得たものをいうものであり、地⽅税法第２２条の「秘密」と
は、これらのもののうち、地⽅税 に関する調査に関する事務に関して知り得たものをいうものであること。 した
がって、⼀般に、収⼊額⼜は所得額、税額等は、地⽅公務員法第３４条第１項及び地⽅税法第２２
条の「秘密」のいずれにも該当し、滞納者名及び滞納税額の⼀覧等は、地⽅税に関する調査に関する事
務に関して知り得たものでないので、地⽅税法第２２条の「秘密」には該当しないが、地⽅公務員法第３
４条第１項の「秘密」に該当するものであること。   以下略 
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出所：税務証明等事務取扱要領（千葉市）p.3 より引⽤ 
 
 

本⼈同意を要する場合において、データを加⼯し本⼈に提供を⾏う部署（例えば⼦育て関
連の部署）とデータを所管する部署（例えば市⺠税所管部署）が異なる場合の情報提供
に向けた運⽤の流れは以下のように想定されます。 
 
 

 
 

図 4-9 個⼈情報利⽤ワークフロー 
（市⺠ポータルアプリ、本⼈への個⼈情報提供、他部署・税情報データ利⽤の場合） 

  

窓口・区役所（窓口所管課） アプリ運用課
対象事務所管課
(例：子育て支援)

データ所管課
(例：住民票、個人市民税)

政策法務課市政情報室
【千葉市情報公開・個人情報保護審

議会事務局】

ア’　本人確認及び本人同意取
得の了承

ア　サービス利用希望者に、本人確認
及び本人同意を区役所窓口にて取得す

るよう、利用者と区役所に依頼

イ　本人同意の取得
（窓口・書面）

エ　新たな情報提供への助言
ウ　新たな情報提供の提案
（例：税情報を利用した保育料
見込額の提示）

オ　新たな情報提供の決定

カ’　了承 カ　関係課への協力要請 カ’’　了承

カ’’’　了承

キ'　本人同意の取得対象者確
認

キ　本人同意の取得対象者確
認、情報提供依頼

ク　情報提供依頼の受領、提供
準備

ケ’　アプリへの適用状況の確
認（不具合発生時の委託事業
者との協議）

ケ　データ受領、加工、アプリへ
の適用(委託事業者が実施)

コ’　情報提供の状況把握 コ　情報提供の開始

依頼の決裁

依頼

提供

協議

依頼の決裁

依頼の決裁

依頼の決裁

確認
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事例２ 部局横断的にデータを結合して活⽤した政策⽴案・評価（姫路
市）【実証】 

 
（１）実証の概要 
 
⾏政情報分析基盤（既に姫路市で構築済みのデータ分析基盤）の住⺠基本台帳（住⺠記
録データ）分析機能を LGWAN-ASP に継承し、新たに「⼦ども⼦育てデータ」と「税データ」をク
ロス分析することにより、将来の⼊園希望児童数を地域別に割り出し、保育所等の適正配置計
画や保育⼠不⾜を予測しました。また、待機児童の解消や施設運営の透明化など、データに基
づく計画的な取組を⾏うことで、⼦育てのしやすい魅⼒的な地域づくりのモデルケースとなる政策
⽴案を⾏いました。 

 
 

 
 

図 4-10 個⼈情報を活⽤した政策⽴案・評価イメージ（⼦ども⼦育て⽀援への活⽤） 
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（２）期待する効果 
今回の実証で期待する効果は以下のとおりです。 

 
図 4-11 期待する効果 

・現在、データの⼊⼿・加⼯・分析等に数時間から数⼗時間要している作業時間の⼤幅な短縮 
・住⺠情報等を活⽤した分析による政策の質の向上 
・データに基づく分析結果を活⽤することによる庁内説明等の円滑化 等 

 
 

（３）活⽤する個⼈情報と現状の課題 
今回活⽤した主な個⼈情報は下表のとおりです。 

 
表 4-12 今回の実証で活⽤した主な個⼈情報 

活⽤データ 概要 

住⺠記録データ 住⺠情報システムに登録されている住⺠の基本データ 

児童名簿データ ⼦ども⼦育て⽀援システムに登録されている児童データ 

税データ 住⺠情報システムに登録されている税に関するデータ 

その他上記システム外の

データ 

上記システムで保持されていない、アンケートデータや都市

計画データ等 

 
 
また、今回の実証に当たって前提となった現状（実証前）の課題は下表のとおりです。 
 
表 4-13 現状の課題 

No. 検証項⽬ 課題 

1 保 育 所 等 施 設

の適正配置 

⼦ども⽀援課にて必要となるデータを関連する部署へ連絡し

エクセルデータで集め、そのデータを整形し、エクセル上で分

析を⾏っている。そのため、粒度の細かいデータ、いわゆるロ

ーデータ（⽣データ）を集めることが出来ず、分析精度も必然

的に低くなっている。また、⼿作業での分析は膨⼤な時間がか

かり、限界があり、重要な将来予測が全く出来ていない。 

2 待機児童（隠れ

待機児童）の解

待機児童については、⼈数は把握しているがどの地域の⼈がど

のぐらいの期間待機児童となっているのかは、データを集めて
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No. 検証項⽬ 課題 

消 ⼿作業で集計しているため、地図上（⾏政区や学校区）での分

布や速報値については把握出来ていない。また、保育⼠不⾜の

解消を図りたいが、現状を把握出来ていないため何から⼿を打

つかも明確に出来ない。 

3 施 設 運 営 の 透

明化 

不適切な運営がされているかどうかは定期的な監査を⾏い把

握しているが、監査の優先順位やタイミングについては効率的

かつ効果的に実施されてはいない状況である。 

4 ⼦ 育 て ⽀ 援 策

の訴求 

⼦育て⽀援策については、市ＨＰの「姫路わくわくチャイルド」

にて公開しているが、本当に必要な⼈に情報が⾏き渡っている

か不明。また、施策毎の利⽤状況は保持しているが、分析には

活⽤出来ていない。 

 
 

（４）今回活⽤したデータ分析基盤 
今回活⽤した「⾏政情報分析基盤システム」は下図のとおりです。 
LGWAN 上に分析基盤を構築し、データの抽象化や暗号化、アクセス権限設定（分析ツー

ルからは統計的処理後のデータのみ閲覧可能）などの情報保護対策を講じています。 
 

 
図 4-12 姫路市実証のネットワーク概要図 

 
 

姫路市

LGW AN

LGW AN公開
セグメ ント

ゲート ウェ イ
セグメ ント

外部公開
セグメ ント

フ レッ ツ
VPNワイ ド

LGW AN-ASP
保守拠点

共通機能GW

FW

FW

FW

FW

FW

RT

FW

※W indow sラ イ センス認証用

APサーバ

ADサーバ
DBサーバ 中継サーバ

LGW AN-ASP
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図 4-13 ⾏政情報分析基盤での政策分析と情報保護対策（１） 

出所：姫路市資料 
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図 4-14 ⾏政情報分析基盤での政策分析と情報保護対策（２） 

出所：姫路市資料 
 
 

また、本実証におけるデータの収集⽅法及びデータの更新頻度は下表のとおりです。 
 

表 4-14 データの収集⽅法及びデータ更新頻度 
No. 対象データ データの収集⽅法 データの更新頻度 

1 宛名（住⺠記録） 共通基盤より収集 週次にて⾃動連携 

2 児童名簿 ⼦ども・⼦育てシステム（こ

ども保育課管轄）より⼿動

で CSV 出⼒にて収集 

実証時は最新のデータを取込み 

今後は 4 ⽉ 1 ⽇時点と 10 ⽉ 1

⽇時点のデータを更新予定だ

が、⽉次更新についても検討中 

3 認可外保育施設

児童 

監査指導課保有システムの

データをエクセル形式で収

集 

実証時は最新のデータを取込み 

今後は 4 ⽉ 1 ⽇時点と 10 ⽉ 1

⽇時点のデータを更新予定だ
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No. 対象データ データの収集⽅法 データの更新頻度 

が、⽉次更新についても検討中 

4 個⼈住⺠税 共通基盤より収集 実証時は、個⼈情報保護審議会

を通せなかったため未取込 

 
 

なお、姫路市では、データ管理を原則、情報部署で⾏っています。ただし、業務主管部署で
個別に導⼊しているシステムについては、業務主管部署の管理となります。 
今回の実証においては、アクセス権限及び活⽤権限については、下図のように設定しました。

利⽤者は原則 user 権限となり、レポートを閲覧することしかできません。データ取込み及びシス
テム設定などを⾏うには管理者権限が必要となります。 
 
 

 
 

図 4-15 権限管理 
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（５）データ分析イメージ 
「⾏政情報分析基盤システム」によるデータ分析イメージは以下のとおりです。 
あらかじめ準備した分析レポートを任意の条件で加⼯できます。また、任意の年度や対象者

の年齢などによる加⼯も可能です。 
 

 
図 4-16 データ加⼯条件設定 

 
 

 
図 4-17 可視化機能①（各画⾯の拡⼤図を p.71 以降に掲載） 
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図 4-18 可視化機能②（各画⾯の拡⼤図を p.75 以降に掲載） 

 

 
図 4-19 可視化機能③（各画⾯の拡⼤図を p.76 以降に掲載） 
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1.教育保育施設利⽤状況_概要 （数値はすべてサンプル） 

 
 
2.教育保育施設利⽤状況_地域ブロック内施設（数値はすべてサンプル） 

 
 



73 
 

3.教育保育施設利⽤状況_地域ブロック児童利⽤傾向（数値はすべてサンプル） 

 
 
4.教育保育施設利⽤状況_⼩学校区児童利⽤傾向（数値はすべてサンプル） 
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5.対象施設利⽤児童住居状況_地域ブロック（数値はすべてサンプル） 

 

6.対象施設利⽤児童住居状況_⼩学校区（数値はすべてサンプル） 
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7.委託児童・受託児童状況（数値はすべてサンプル） 
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8.施設利⽤個別データ_児童と施設のクロス分析（数値はすべてサンプル） 

 
 
9.地域ブロック別_年齢別児童数（数値はすべてサンプル） 
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10. 児童数推計（数値はすべてサンプル） 

 
 
11. 児童定住状況（数値はすべてサンプル） 
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12.児童異動状況_全市（数値はすべてサンプル） 

 
 
13.児童異動状況_地域ブロック別（数値はすべてサンプル） 
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14.児童転居状況_地域ブロック別（数値はすべてサンプル） 
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15.児童転居状況_⼩学校区別（数値はすべてサンプル） 
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16.出⽣児数状況_地域ブロック別（数値はすべてサンプル） 

 
 
17.出⽣児数状況_⼩学校区別（数値はすべてサンプル） 
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（６）データの抽象化 
本実証では、以下の項⽬に対して加⼯処理を実施しました。 
 
表 4-15 データの抽象化 

項⽬ 加⼯内容 

⽒名 ⽒名はすべて削除し、データ分析には活⽤しない。また、分析

基盤への取込みも⾏わない。 

⽣年⽉⽇ ⽣年⽉⽇については、データ取込み時点の年齢算出を⾏う。ま

た、データとしては「⽇」を削除し、「年⽉」のみデータとして

取り込む。さらに、学年⽉の算出も⾏い⼦どもの正確な学年を

捉えるデータも保持する。 

住所 住所については、地番以下を削除し居住地が特定されないよう

にする。 

宛名番号または住⺠番号 庁内基幹系システムにおける個⼈を特定するための番号につ

いて抽象化する。具体的には数字の羅列である宛名番号または

住⺠番号をハッシュ化することにより特定不能な英数字の羅

列に変換する。 

 
 

また、「宛名番号または住⺠番号」や「世帯番号」など、基幹系システム上で直接個⼈と結び
つく項⽬については、不可逆的な番号を⽣成し、分析データベースに登録する仕組みを構築し
ました。 
分析データベースに登録された番号から直接個⼈を特定することはできません。仮に変換後

の「宛名番号または住⺠番号」の内容を取得された場合でも、取得したデータを元の番号に戻
すことは不可能となっています。 
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図 4-20 抽象化のフロー 

  



84 
 

（７）庁内⼿続について 
個⼈情報を庁内横断的に利活⽤できる場合としては、主に①統計的な利⽤であるとき、②

⽬的内利⽤であるとき、③⽬的外利⽤が可能な場合に該当するとき、④本⼈同意を取得す
るとき、⑤条例改正等により利⽤可能とするときが考えられます。姫路市実証では、統計的な
利⽤に該当するとの整理を⾏いつつも、より⼀層のプライバシー権保護のために、１）インプット
情報の抽象化、２）プライバシー影響評価（個⼈情報リスク評価）を⾏いました。 
 

 １）インプット情報の抽象化 
統計的な利⽤として整理できる場合には、個⼈情報をそのままインプット情報とすることができ

ます。しかし姫路市では、個⼈情報の悪⽤防⽌及び安全管理措置の⼀環として、統計作成
のためのインプット情報を「抽象化情報」とし、⼀⾒して特定の個⼈が明らかとなる「⽒名」「詳
細な住所」「完全な⽣年⽉⽇」は記録しないこととしました。加えて、統計の元となるデータに付
す個⼈別 ID についても、業務システムで⽤いている個⼈を識別する符号（宛名番号、統合
宛名番号、個⼈番号、住基コード等）はそのまま⽤いず、宛名番号を不可逆に変換した ID
とすることとしました。 
 

 ２）プライバシー影響評価（PIA） 
プライバシー影響評価（PIA）とは、⼀般に、個⼈情報を取り扱う業務やシステム等につい

て、それらがプライバシーに対して与える影響を事前に評価する仕組みをいいます。 
類似のものとして、個⼈番号（マイナンバー）を取り扱う場合には、特定個⼈情報保護評

価が義務付けられていますが（特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律第
27 条）、⼀般的な個⼈情報を取り扱う場合の評価については特段の定めはありません。 
姫路市としては、個⼈情報を取り扱う業務に対し PIA を実施することは、データ利活⽤として

より良い取組であると考えるとともに、PIA により作成した評価書は、対象となる業務やシステム
の開始に当たって、住⺠、議会、個⼈情報保護審議会、地⽅公共団体内部の他部署・上
席等に説明するための資料としても有意義であると考えたことから、今回、任意でプライバシー
影響評価を実施しました。詳細は付録 3（p.134）及び別添資料 2 をご覧ください。 
 

 ３）本⼈同意 
姫路市では個⼈情報保護条例上、本⼈同意を取得することなくデータ利活⽤ができること、

また政策分析のために必要なデータは⼤量であり、すべてについて本⼈同意を取得することは
事実上不可能である⼀⽅で、本⼈同意を得られなかったデータについては政策分析に利活⽤
しないとすると、分析データに偏りや限りが⽣じ、正確な分析が⾏えないことなどから、本⼈同意
の取得は⾏っていません。 
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事例３ ⼦ども成⻑⾒守りシステム（箕⾯市）【ヒアリング】 
 

１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 
住⺠サービスの⾼度化、政策⽴案・評価 

 
２）事業の概要 

⼦どもの貧困の連鎖を断ち切るために、乳幼児期から⼩中学校、⾼校まで切れ⽬なくひとり
ひとりの⼦どもの⽀援を早期かつ効果的に⾏うため、2016年度より、各部局が把握している⼦
どもに係る多様な情報を⼀元的に収集分析して、定期的に「⾒守り判定」を実施し、判定結
果の変化を分析しました。 
⾒守り判定は、以下の 3 つの観点から実施しました。 
①⽣活困窮判定（⽣活保護、児童扶養⼿当（ひとり親家庭）、虐待相談等） 
②学⼒判定（学⼒偏差値、学⼒偏差値の変化） 
③⾮認知能⼒等判定（社会性、⾃制⼼、やり抜く⼒、健康状態、家族・先⽣等とのつなが

り等） 
2016 年度から貧困対策として制度づくり及びシステム構築を開始し、年度末（2017 年 3

⽉）にシステム完成、2017 年度より運⽤中です。 
 

３）情報システム等で扱う主な情報と共有・提供の範囲 
下記のデータについて、管轄部署から原則庁内ネットワーク経由で収集します（⼀部部署か

らは、USB 等のケースもあります）。 
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表 4-16 主な情報と共有・提供の範囲（⼦ども成⻑⾒守りシステム） 

 
出所：箕⾯市資料 

 
① 個⼈情報の活⽤において発⽣した課題と解決⽅策 

データ管轄部署から個⼈情報を提供してもらう必要があるため、各部署への事業説明を丁
寧に実施しました。また、データ管轄部署にデータを準備してもらうため、できるだけ負担感のな
いデータフォーマットにするなどの⼯夫を⾏いました。 
0 歳から 18 歳までを事業の対象としていますが、市教育委員会の管轄である⼩中学校以

外の⼦どものデータ（幼稚園・保育所、⾼校）の収集が課題となっています。 
また、データを経年で同⼀⼈物と関連付ける必要がありますが、４情報（⽒名、住所、性別、

⽣年⽉⽇）等に基づいてデータのマッチングをしているため、住所や名字が変わった場合等にお
ける確認が難しい場合があります。 
なお、箕⾯市個⼈情報保護条例は、本事業を開始する前年の 2015 年に別の事由（⼦
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どもに限らない貧困対策）から改正されており、本事業を実施するに当たっての条例に関する
課題は発⽣しませんでした。条例の改正内容は以下のとおりです。 
「市の執⾏機関に置かれた附属機関の意⾒を聴いて実施機関が定める者について、その⼼

⾝の保護⼜は⽣活の⽀援の⽬的のために必要があると認めた場合」においては、例外的に収
集⽬的外利⽤と当該実施機関以外の者への提供ができることを新たに規定しました。（⽣活
困窮者やひとり親世帯等で⽀援が必要と考えられる対象者についてのみ、本⼈同意なく⽬的
外利⽤や外部提供が可能です。） 

 

 
図 4-21 個⼈情報保護条例の改正内容の概要 

出所：箕⾯市資料 
 
 

本事業では、全児童・⽣徒のデータを取り込むことになりますが、「⾒守りが必要な⼦ども」の
データのみ集積し、それ以外の⼦どものデータは統計的に処理して保有し、個⼈情報は保有し
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ません。 
また、上記「市の執⾏機関に置かれた附属機関の意⾒を聴いて」に従い、システム構築に関

する審議（箕⾯市個⼈情報保護制度運営審議会）を実施しました。 
 

② その他 
ア．事業の実現に要したおよその期間 
約 1 年間 
「箕⾯市教育⼤綱 2016」（平成 28 年 3 ⽉ 31 ⽇）で施策を位置づけ、箕⾯市個⼈情

報保護制度運営審議会（平成 28 年 10 ⽉ 17 ⽇）でシステムを構築することについて諮
問しました。 
システム構築：2016 年 10 ⽉から 2017 年 3 ⽉ 
 

イ．事業の効果 
学校の先⽣が気づいていなかった児童・⽣徒の変化をピックアップすることができました（リスト

アップした⼦どもの 3 割程度）。 
将来的には、各種⽀援施策の評価にも活⽤したいと考えています。 
 

ウ．情報セキュリティに係る対応 
データの受渡しは、可能な限り庁内 LAN の共有フォルダで実施しました。 
データの取り込み作業はセキュリティルームに限定しました（静脈認証、監視カメラ、台帳への

作業記録により作業を管理）。 
収集したデータは、担当部署である「⼦ども成⻑⾒守り室」の担当者のみが閲覧、利⽤可能

としました。 
 

エ．検討・実施体制 
教育を通じて貧困の連鎖を断ち切るという考え⽅に基づき、教育委員会内に「⼦ども成⻑⾒

守り室」を設⽴し、同室で事業を実施しました。データの分析等も原則は担当部署で実施して
います。 

 
オ．補助⾦等の利⽤状況 
⽂部科学省から「地域政策等に関する調査研究〜⼦供の貧困対策⽀援システムの在り⽅

と運⽤⽅法に関する実証研究〜」事業を受託しました（受託費は 480 万円）。 
市の予算は、システム調達が 1435 万円、運⽤ 112 万円／年です。 
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カ．横展開の状況 
特にありません。 

 
キ．その他 
2012 年度より、全⼩中学校の全学年（⼩ 1〜中 3）の全⽣徒に学⼒調査・体⼒調査・

⽣活状況調査を実施していたため、「⾒守り判定」が可能でした。 
 

③ 参考資料 
●箕⾯市提供資料 
●箕⾯市 Web サイト 
・⼦ども未来創造局⼦ども成⻑⾒守り室 
https://www.city.minoh.lg.jp/mimamori/ 

・箕⾯市⼦ども成⻑⾒守りシステム構築業務及び本システムの在り⽅と運⽤⽅法に関する
調査研究業務委託に係る総合評価⼊札の実施について 
https://www.city.minoh.lg.jp/mimamori/sougouhyoukanyuusatusisutemu.h
tml 

・箕⾯市⼦ども成⻑⾒守りシステム構築業務及び本システムの在り⽅と運⽤⽅法に関する
調査研究業務委託に係る総合評価⼊札の結果について 
https://www.city.minoh.lg.jp/mimamori/201611nyuusatukekka.html 

・⼦供の貧困対策⽀援システムの在り⽅と運⽤⽅法に関する実証研究報告書（2017/3、
箕⾯市） 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/ 
afieldfile/2017/04/14/1384317_5.pdf 

・平成 28 年度第 4 回箕⾯市個⼈情報保護制度運⽤審議会（平成 28 年度 10 ⽉ 14 
⽇） 議事録 

https://www.city.minoh.lg.jp/soumu/soumujicyo/h24/documents/h28-
4.pdf 
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事例４ 地域包括ケア情報プラットフォーム（福岡市）【ヒアリング】 
 

１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 
住⺠サービスの⾼度化 
 

２）事業の概要 
福岡市では、地域包括ケアシステムの実現に向けて、短・中期的な⾏動計画をとりまとめた

「福岡市地域包括ケアアクションプラン」を掲げるとともに、全市的な情報通信基盤となる「福
岡市地域包括ケア情報プラットフォーム」を構築しました。 
「福岡市地域包括ケア情報プラットフォーム」は下図の 4 つのシステムから構成されます。 
 

 
図 4-22 システムの概要 

出所：福岡市資料 
 
◯データ集約システム （careBASE）：福岡市及び外部機関の持つ約 230 種

類 23 億件のデータを集約し、医療・介護・健診データを住⺠情報（⾼齢者以外も含
む全市⺠のデータ）に紐付けて管理しています。⽣まれてから亡くなるまでの医療費や
受けた介護サービス等の情報（ライフログ）を蓄積することができます。 

◯データ分析システム（careVISION）：匿名化されたデータを使⽤し、将来推
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計・経年⽐較・相関分析・可視化等のデータ分析が可能となっており、科学的エビデン
スに基づく施策の企画・⽴案、及び成果の確認・⾒直しに活⽤することができます。 

◯在宅連携⽀援システム （careNOTE）：ご本⼈の同意のもと、⾏政の持つ介
護情報や健診結果に加え、⽣活状況等の情報を関係者間で共有できる環境を提供
することで、様々なサービスが⼀体的に切れ⽬なく提供される仕組みを実現します。 

◯情報提供システム （careINFO）：Web を通して、⽣活⽀援や⾝体介護，配
⾷等の保険外サービスを中⼼に、地域で⽣活する上で必要となるサービスを簡単に照
会できる環境（事業者はオンラインで情報登録が可能）を実現します。 

 
このプラットフォームを活⽤し、福岡市の特性に合わせた「地域包括ケアシステム」の早期構

築をめざしています。 
 

① 情報システム等で扱う主な情報と共有・提供の範囲 
地域包括ケア情報プラットフォームに蓄積されているデータは、2017年末現在で約230種、

23 億件です（住⺠情報（4 情報等）、国保・後期医療加⼊者のレセプトデータや健診結
果、医師による意⾒書、介護保険に関わる認定情報やレセプトデータ等）。データは⽇々更
新・追加されていくため、今後も増加する予定です。 
外部から収集するレセプトデータ等は、専⽤のネットワークを介してオンラインで提供されるなど、

セキュリティにも配慮された作りになっています。 
特に、医療機関や介護事業者などの外部機関が利⽤者となる「在宅連携⽀援システム

（careNOTE）」においては、事業種別や職種などに応じて参照できるデータの範囲が厳密
にコントロールされており、これまでの紙で扱う場合の共有・提供の範囲と同じ設定になっていま
す。なお、介護認定者約 6 万⼈を効率的に管理するため，管理権限の⼀部を分散化してお
り、対象者の情報を参照できる事業者についてはケアマネージャが現場の状況に合わせて共有
の範囲を決定できる仕組みなどを採⽤しています。 

 
② 個⼈情報の活⽤において発⽣した課題と解決⽅策 

事業の⽴ち上げに当たっては、データ保有部署に対して、地域包括ケア情報プラットフォーム
のコンセプトやメリット、セキュリティ等について丁寧に説明したことにより、市役所内関係部署の
理解は⽐較的問題なく得ることができました。 
「在宅連携⽀援システム（careNOTE）」については、第三者へ個⼈情報を提供することに

なるため、福岡市個⼈情報保護審議会に諮問を⾏い、当プラットフォームの公益性が認められ、
本⼈同意を得ることを条件に承認を得ることができました。本⼈同意は、ほとんどの場合におい
てケアマネージャが介護認定の申請時などに取得します。 
なお、ICT への投資（ケアマネージャ⽤の端末等）が困難であることや、個⼈情報に対する
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漠然とした不安等の理由により、事業所の参加状況が当初の想定よりも低い（居宅介護⽀
援事業所については 15％程度が参加）ことが課題となっています。 

 
③その他 

ア．事業の実現に要したおよその期間 
2015 年度に基本コンセプトの検討とコアシステムの構築を開始 
2016年度から試験運⽤（⼀部システムは実運⽤）を開始し、必要に応じて機能追加をし

ています。 
 

イ．事業の効果 
ケアマネージャの観点からは、毎朝システムにアクセスすることにより担当⾼齢者の介護認定の

状況等の情報を収集することができ、わざわざ市役所まで資料を取得しに⾏く時間が短縮され、
⾮常に喜ばれています。なお、システム毎の効果については以下のとおりです。 
「データ集約システム（careBASE）」はデータを集約・蓄積するためのシステムであり、本シ

ステム単体では事業効果を測定することはできませんが、各システムで利⽤するデータはこのデ
ータ集約システムから提供されており、プラットフォームにおけるコアの役割を担っています。 
集約・蓄積したデータを活⽤する「データ分析システム（careVISION）」及び「在宅連携

⽀援システム（careNOTE）」はまだ実証検証中であることから、事業効果の測定はまだ実 
施していません。「情報提供システム（careINFO）」も本格運⽤を開始しており、サービスの 
登録状況、利⽤者のアクセス状況を集計しています。 

 
ウ．情報セキュリティに係る対応 
 情報セキュリティとして、以下の対応を⾏っています。 
 データ分析システムにおいては個⼈情報の匿名化に加え、個⼈を特定する絞り込みを防⽌
する機能（絞り込み結果が 10 名以下になる絞り込みを防⽌）も備えています。 
 「在宅連携⽀援システム（careNOTE）」によるケアマネージャの端末とのデータの授受に
当たっては、インターネットバンキングと同程度以上のセキュリティで対応しています。また，アプ
リをインストールした端末が市外へ移動すると、アプリの機能を停⽌します。 
 また，4 つのシステムはすべて⼀つの筐体の中で稼働しており、システム間のデータの授受で
は外部のネットワークを経由しません。 
 

エ．検討・実施体制 
政策推進課（検討開始当時は⾼齢社会政策課）の ICT 活⽤推進担当が中⼼となっ

て検討、整備・運⽤を実施しました。 
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オ．補助⾦等の利⽤状況 
システムの開発費（約 9,000 万円）のうち、3/4 を福岡県の地域医療介護総合確保基

⾦、1/4 を福岡市が⽀出しました。 
運⽤費⽤（約 3,600 万円/年）は市が⽀出しています。その他に、機能拡張のための予

算（約 2,000 万円/年、⼀部に福岡県の地域医療介護総合確保基⾦を利⽤）を確保し
ています。 
 
カ．横展開の状況 
特にありません。 
 

キ．その他 
在宅連携⽀援システム （careNOTE）の利⽤に当たっては、原則としては各事業所が利

⽤端末を準備する必要がありますが、⼀部の事業所には市がタブレット端末を貸与しました。 
現状は、原則として介護認定を受けた⾼齢者が対象となっていますが、今後は介護認定を

受けていない⾼齢者も対象としてサービスを提供したいと考えています。 
データベースには全市⺠の住⺠情報が蓄積されているため、保健福祉分野だけでなく、教育、

防災、観光等の他分野への活⽤も検討予定です（2019 年度以降）。 
 

④参考資料 
●福岡市提供資料 
●福岡市 Web サイト 
・care4FUKUOKA プロジェクト ICT を活⽤した地域包括ケア 
http://100.city.fukuoka.lg.jp/actions/30 

・福岡市個⼈情報保護審議会資料 
「個⼈情報の公益上の取扱いについて（諮問）」（保社第 191 号 平成 28 年 3 ⽉ 9 ⽇） 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2846/1/55siryou1.pdf 
「個⼈情報の公益上の取扱いについて（答申）」（平 28 福個答申第 5 号 平成 28 年
9 ⽉ 30 ⽇） 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2896/1/kozintousin110.pdf 

●株式会社⽇⽴製作所 Web サイト 
・導⼊事例：福岡市（ビッグデータ分析で医療・介護などの⾏政施策の⽴案を⽀援する地域
包括ケア情報プラットフォームを構築） 
http://www.hitachi.co.jp/Div/jkk/jichitai/casestudy/fukuoka/casestudy5.html 
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事例５ ⺟⼦健康情報サービス（会津若松＋）（会津若松市）【ヒア
リング】 

 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化 
 

２）事業の概要 
「⺟⼦健康情報サービス」は、市⺠等の情報ポータルである「会津若松＋」と連携した、⼦育

てに係る情報を提供するポータルサイトです。主な提供サービスとして、⼦どもの成⻑を写真や
⽇記で記録できる機能、予防接種の受忘れ防⽌に役⽴つスケジュール機能、⼦どもの年齢に
合わせたお知らせや⼦育てに役⽴つ情報を提供する機能があります。 
また、端末は、パソコン、スマートフォン・タブレットから閲覧できます。 

 

 
図 4-23 サービスの概要 

出所：会津若松市資料 
 

⺟⼦健康情報サービスの利⽤者 ID は、地域情報ポータル「会津若松＋」*で管理している
ため、利⽤者は「会津若松＋」への登録が必要となります。 
また、パソコンでサービスを利⽤したい場合は、本⼈認証のため、「マイナンバーカード」と「IC カ

ードリーダ」が必要となります。 
スマートフォン・タブレットの場合は、本サービスの専⽤アプリをインストールし、健康増進課窓

⼝で本認証し、その場で認証された端末だけで利⽤が可能です。 
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図 4-24 システム連携の概要 

出所：会津若松市資料をもとに作成 
 

*会津若松＋（プラス） 
利⽤者が ID 登録して属性を⼊⼒すると、パーソナライズされた⽣活に役⽴つ情報がスマー

トフォンなどでタイムリーに⼊⼿できます。⾏政側はヒット率の⾼い情報やサイト内のつぶやきな
どから、市⺠の要望を分析して政策に反映します。アクセスのヒット率に合わせて表⽰画⾯の
優先順位を並べ替える機能や、参加交流型のソーシャルメディア機能なども備えています。 
提供する統合ポータルサイト「会津若松＋（プラス）」は、地⽅創⽣予算の上乗せ交付⾦

を活⽤して開発しました。2016 年 3 ⽉末まで同予算内で運⽤し、4 ⽉からは「会津地域ス
マートシティ推進協議会」が運営主体となりました。 
 

３）情報システム等で扱う主な情報と共有・提供の範囲 
現在の本システムで扱う情報項⽬は下表のとおりです。共有・提供の範囲は、基本は本サー

ビスの利⽤者（両親等）ですが、利⽤者が許可した者であれば、誰でも閲覧が可能です。 
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表 4-17 主な情報と共有・提供の範囲 
No. 情報項⽬ 説明 共有・提供範囲 
1 予防接種情報 予防接種⽇、ワクチンロット番号、種類、回

数、医療機関名等 
利⽤者及びその関係者 

2 健康診断情報 ⾝⻑、体重、頭の⼤きさ、尿検査結果等 利⽤者及びその関係者 
出所：会津若松市資料をもとに作成 

 
４）個⼈情報の活⽤において発⽣した課題と解決⽅策 
機微情報（健診情報等）を利⽤者に提供するため、マイナンバーと公的個⼈認証

（JPKI）、または担当部署（健康増進課）窓⼝等における本⼈確認を実施することとしまし
た。 
個⼈情報の担当部署（総務部総務課）の指摘により、個⼈情報を扱う情報システムのオン

ライン結合の観点から個⼈情報保護審査会に諮問し、特に問題なしとの回答を得ました。 
会津若松市では、企画調整課が中⼼となって ICT 全般について定期的（⽉ 1 回程度）に

部局横断の会議（参加者は各回で異なる）を開催しており、その中で個⼈情報の扱いを含む
さまざまな課題について報告・相談することで課題解決を図っています。また、各部署に情報政
策課出⾝者がいる場合が多く、技術的検討や個⼈情報保護条例に係る検討は課内である程
度実施することができています。 

 
５）その他 
ア．事業の実現に要したおよその期間 
2016 年 5 ⽉頃より検討を開始し、2017 年 2 ⽉より運⽤を開始しました。 
2016 年 11 ⽉にシステムを調達し、構築を開始しました。基本的には、既存 DB の連携とパ

ッケージソフトの活⽤だったため、実質的に 3 か⽉程度でシステムは完成しました。 
 

イ．事業の効果 
現在は、登録者数の拡⼤を図っている段階であり、効果の評価はまだ実施していません。 

 
ウ．情報セキュリティに係る対応 

データ（個⼈情報等）を複数の DB に分散して管理することにより、個⼈を特定されないよ
うにしました。 
マイナンバーと公的個⼈認証（JPKI）、または担当部署窓⼝等における本⼈確認を実施

することにより、サービスへのアクセスを制限しました。 
スマートフォン・タブレットについては、担当部署窓⼝で提⽰される QR コードを読み取らないと

使⽤できないようにしました（使⽤できる端末を制限）。 
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データや通信の暗号化、ファイアーウォール等の技術的なセキュリティを実施しました。 
 

エ．検討・実施体制 
健康増進課が中⼼となって検討し、システムの構築を⾏いました。検討に当たっては、以下の

ような部署から⽀援を受けました。 
企画調整課：ほかのサービスやシステムとの調整など 
情報政策課：既存システムからデータを出⼒できるか等の技術的検討 
総務課：個⼈情報保護条例等の制度的な検討 

 
オ．補助⾦等の利⽤状況 

システム構築費⽤（2,500 万円）はすべて総務省の「ICT まち・ひと・しごと創⽣推進事業」
を活⽤しました（既存のシステムやパッケージソフトを活⽤して安価に構築しました）。 
 

カ．横展開の状況 
調達仕様書において、群⾺県前橋市及び（⼀社）TOPIC が提供している⺟⼦健康情報

サービス（マイナンバーカードは使⽤していない）の横展開でサービスを構築することを記載して
います。 

 
６）参考資料 
●会津若松市提供資料 
●会津若松市 Web サイト 
・⺟⼦健康情報サービス 
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2017011100023/ 

●⽇刊⼯業新聞社「ニュースイッチ」 
・全国初、⾏政サイトがパーソナライズ！会津若松市のビッグデータ使ったポータルサイト 
https://newswitch.jp/p/2957 
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事例６ 統合型 GIS と住⺠基本台帳システムの連携 （会津若松
市）【ヒアリング】 

 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価 
 

２）事業の概要 
災害発⽣時の「要援護者の⽀援体制構築」を契機として、平時から便利に利⽤できる、住

⺠基本台帳と連携した統合 GIS を導⼊しました。統合型 GIS を庁内で共有したことにより、
各部署で住⺠の居住地を GIS 上に可視化し、バス路線の検討、空き家の特定、災害時の
被害想定の分析等に活⽤されています。 

 

 
図 4-25 システムの概要 

出所：ESRI ジャパン web サイトより 
https://www.esrij.com/industries/case-studies/69564/ 

 
住基システム（住⺠基本台帳システム）との連携は、市⺠課窓⼝において市⺠から受領し

た異動届の内容に基づいて、毎⽇窓⼝業務の終了後に職員が統合型 GIS にバッチ処理にて
反映させています。 
統合型GISには、WEB版と汎⽤版があり、WEB版はユーザー（市役所職員）をID/PW
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で管理、汎⽤版はアプリケーションを起動することで参照できます。 
ほかのシステムとの連携に当たっての住⺠情報のマッチングには、住⺠コード（いわゆる宛名

番号）を利⽤しています。 
 

３）情報システム等で扱う主な情報と共有・提供の範囲 
住基システムから統合型 GIS には 4 情報（⽒名、住所、性別、⽣年⽉⽇）等が登録され、

個⼈情報を扱うことのできる部署及び担当者には 4 情報等を含む個⼈情報を、個⼈情報を
扱うことのできない部署及び担当者には住所情報や⽣年⽉⽇等の必要最低限の情報のみを
共有・提供しています。 

 
４）個⼈情報の活⽤において発⽣した課題と解決⽅策 

「市役所に届出した住⺠の個⼈情報は、市役所の職員は原則知っている」という市⺠⽬線
の基本的な考え⽅から、前述のように共有範囲を区別して住⺠の個⼈情報を共有・提供する
ことは問題ないとしています。 

 
５）その他 

ア．事業の実現に要したおよその期間 
検討開始からシステム稼働まで約 1 年半。 
2011 年 8 ⽉より、市⺠課が中⼼となって GIS の活⽤を関係各部署等へ提案しましたが、

翌年度（2012 年度）の予算は確保できませんでした。 
2012 年度より、市⺠課と防災安全課が主体となって総務省の補助制度を活⽤し、2013

年 3 ⽉より統合 GIS が稼働しました。 
 

イ．事業の効果 
⾃然災害発⽣時の被害想定の検討、路線バスの再編に係る検討など、データに基づいた政

策の⽴案や、視覚的にわかりやすい説明資料を作成しやすくなりました。 
住⺠からの電話の問い合わせ（クレーム等）が、「どこで」どのような内容が多いか等の分析を

⾏うことにより、現地の対策（除雪の場所等）が迅速になり、電話問い合わせの減少、電話
対応の円滑化等の効果がありました。 

 
ウ．情報セキュリティに係る対応 
ユーザー（職員）の所属等により、統合 GIS の参照可能なレイヤーを分けています。常に個

⼈情報を参照可能な部署にはいつでも個⼈情報を参照可能な設定にし、個⼈情報の取扱
いのできない部署には、通常の個⼈情報の取扱いの⼿順で⽂書に記録を残しています。 
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エ．検討・実施体制 
発案者が市⺠課職員であったこと、住⺠情報の登録は市⺠課で実施することから、市⺠課

が中⼼となって検討し、構築、運⽤を⾏っています。 
会津若松市では、企画調整課が中⼼となって ICT 全般について定期的（⽉ 1 回程度）

に部局横断の会議（参加者は各回で異なる）を開催しており、その中で個⼈情報の扱いを
含むさまざまな課題について報告・相談することで課題解決を図っています。 
統合型 GIS については、GIS 操作⽅法の習得や GIS の庁内普及等を活動⽬標とした「統

合 GIS 活⽤検討チーム」を結成し、より濃密な検討が⾏われています。 
 

オ．補助⾦等の利⽤状況 
統合型 GIS の構築には、総務省「ICT 地域のきずな再⽣・強化事業」を活⽤しました（ハ

―ドウェア、ソフトウェア、初期セットアップ費⽤を含めて 2,000 万円程度）。 
 
カ．横展開の状況 
住基情報を毎⽇反映させる統合型 GIS の事例は数例出てきています。 
 

６）参考資料 
●会津若松市提供資料 
●会津若松市 Web サイト 
・会津若松市における住基空間情報を活⽤した⾏政課題解決への挑戦！！ 
http://www.g-motty.net/menu/media/gs2017/g17a3b.pdf 

●ESRI ジャパン Web サイト 
・事例：住⺠基本台帳データの更新を毎⽇ GIS に反映。庁内の様々な業務に活⽤ 
https://www.esrij.com/industries/case-studies/69564/ 
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事例 7 電⼦お薬⼿帳サービス「harmo」（ハルモ）（川崎市）【⽂献
調査】 
 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化 
 

２）事業の概要・特徴 
薬局等で調剤された薬の履歴等に関するデータを、IC カードを⽤いてクラウド上で電⼦的に

管理する電⼦お薬⼿帳です。 
カードを薬局の端末にかざすだけで、調剤履歴の閲覧と調剤情報の記録を⾏うことができます。

さらに、利⽤者がスマートフォンから⼊⼒した副作⽤、アレルギー等の情報も⼀元的に把握する
ことができます。 
家族がクラウドで情報を共有できるため、離れて暮らす⾼齢者の服薬状況等を把握すること

もできます。 
2013 年 11 ⽉から試験サービス、2016 年 7 ⽉より商⽤サービスを開始しました。 

  

 
 

図 4-26 画⾯イメージ 
出所：harmo Web サイト 

（harmo アプリの活⽤例（ファミリー向け）） 
http://www.harmo.biz/customer/app/case/ 
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３）事業の体制 
神奈川県川崎市及び川崎市薬剤師会とソニーで試験サービスを開始しました（システムは

ソニーが構築。）。 
商⽤サービスではソニーがシステムの運⽤及びサービス提供主体となっています。 

 
４）活⽤データの概要等 

カードには、⽒名等の個⼈情報を記録します。クラウドには、調剤（服薬）情報及び関連情
報（処⽅箋を交付した医療機関名など）を記録します。 
既往症、アレルギー等の情報は利⽤者が⼊⼒します。 
「harmoサービス利⽤規約」において、お薬⼿帳データ等の利⽤⽬的等を規定するとともに、

⽬的外利⽤について以下のように規定しています（第 3 条（2））。 
「（本サービス以外の⽬的での利⽤）前項に加え、ユーザー及び指定ユーザーは、ソニーが

サーバ保存情報から処⽅箋交付医療機関名、診療科名、ユーザー、指定ユーザー及び／⼜
は薬局等からの連絡・注意事項及び薬局内患者識別番号を除いた情報を、公共の利益に
資する⽬的でこれを必要とする第三者へ提供し、利⽤、収益⼜は処分する可能性があること
を認識しており、ソニーがかかる⾏為を⾏うことに同意するものとする。なお、当該データ提供に
際し、ソニーは、事前に医師会関連団体等、薬剤師会関連団体等、地⽅公共団体等とその
⽬的及び提供先について協議を⾏うものとする。」 
なお、服薬の履歴は、個⼈情報を含まない統計データとして、地⽅公共団体や研究機関な

どに提供されます。 
 

５）参考資料 
●harmo Web サイト 
・harmo トップページ 
http://www.harmo.biz/ 

●川崎市薬剤師会 
・電⼦おくすり⼿帳の導⼊について 
http://www.kawayaku.or.jp/10_harmo.html 

●ケアタイムズ新聞 
・ソニーと川崎市、お薬⼿帳の電⼦化に向けて試験サービス実施へ 
http://caretimes.jp/blog/2015/03/30/harmo/ 

●Lifenet JOURNAL online 
・IC カードとスマホで⽣活者⽬線から医療⾰命！？ 電⼦お薬⼿帳 harmo（ハルモ）とは 
http://media.lifenet-seimei.co.jp/2017/03/10/9327/ 
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事例 8 NDB（ナショナルデータベース）の分析（横浜市）【⽂献調
査】 
 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

政策⽴案・評価 
 

２）事業の概要・特徴 
横浜市は、2016 年 9 ⽉、国が保有する全国のレセプトデータ等を⼀元化したデータベース

（ナショナルデータベース：NDB）のデータ提供について、全国の基礎⾃治体で初めて国から
承認を得ました。横浜市内医療機関における化学療法治療、⼿術で治療を⾏うがん患者の
実態把握が⽬的です。 
NDB のデータ件数は、レセプトデータが約 129 億件、特定健診・特定保健指導データが約

2億件となっており（2017年3⽉末時点）、2016年度の第三者提供件数（承諾件数）
は 42 件でした。 

  

 
図 4-27 横浜市における NDB の活⽤イメージ 

出所：横浜市記者発表資料（平成 28 年 9 ⽉ 7 ⽇ 医療局情報企画担当横浜市⽴⼤学） 
 
 

３）事業の体制 
横浜市がデータを⼊⼿し、横浜市⽴⼤学の⼭中教授と連携協定を締結して統計的分析を

実施しました。 
 

４）活⽤データの概要等 
レセプトデータ（横浜市内のがん治療に関するレセプトデータ：平成 26-27 年度の 24 か

⽉分）を提供してもらっています。 
厚⽣労働省へ申請を⾏い、「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」（厚⽣労働省
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所管）による審査を経てデータを⼊⼿しました。 
 

５）参考資料 
●横浜市 web サイト 
・横浜市記者発表資料（平成 28 年 9 ⽉ 7 ⽇ 医療局情報企画担当横浜市⽴⼤学：
横浜市の医療政策に医療ビッグデータを活⽤。全国の基礎⾃治体で初めて、ＮＤＢデータ
の分析に着⼿） 
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201609/images/phpIlvnO9.pdf 

●厚⽣労働省 web サイト 
・平成 29 年 5 ⽉ 17 ⽇第 37 回レセプト情報等の提供に関する有識者会議（資料 2） 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/
0000165139.pdf 
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事例 9 マイＭＥ-ＢＹＯカルテ（神奈川県）【⽂献調査】 
 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化 
 

２）事業の概要・特徴 
「マイＭＥ-ＢＹＯ（みびょう）カルテ」は、お薬情報や健康情報等をパソコンやスマートフォン

を通じて管理・閲覧できるアプリです。本⼈だけでなく、⼦ども等の家族の情報も管理することが
できます。 
個⼈のお薬情報や健診結果、歩数や体重などの⽇々の⽣活上の健康情報などを⼀覧で管

理し、アプリによる健康管理を促進します。災害時に必要となる⼤事な情報を⼀覧で表⽰する
「パーソナルカード」の機能もあります。「パーソナルカード」には妊産婦⽤及び乳幼児⽤もありま
す。⺠間企業が運営するお薬⼿帳アプリや健康管理アプリとのデータ連携も可能です。 
2016 年 3 ⽉よりブラウザ版、2017 年 4 ⽉よりスマホアプリ版のサービスを開始しました。

2018 年 3 ⽉時点で、利⽤者は 5 万⼈を超えています。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

図 4-28 「パーソナルカード」のイメージ 
出所：「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」でかんたん・あんしん・べんりに未病を⾒える化！ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f532715/p991437.html 
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図 4-29 スマホアプリ画⾯イメージ 
出所：神奈川県 Web サイト  

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f532715/p991437.html 
 
 
３）事業の体制 

神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室が運営し、サービスを提供していま
す。 

 
４）活⽤データの概要等 

「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」には、お薬情報のほか、薬による副作⽤の記録、アレルギーの有無、
これまでかかった病気、予防接種歴なども記録可能です。 
データ（個⼈情報）は、本⼈が記録する他、連携する他のアプリからデータを取得します

（本⼈同意を取得）。 
個⼈情報の扱いは、「神奈川県個⼈情報保護条例」 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f162/documents/jyourei.pd
f）及び「神奈川県マイＭＥ-ＢＹＯカルテ個⼈情報保護⽅針」 
（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f532715/documents/kojin
njyouhouhogo.pdf）に則り⾏っています。 
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５）参考資料 
●神奈川県 web サイト 
・「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」でかんたん・あんしん・べんりに未病を⾒える化！ 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f532715/p991437.html 
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事例 10 健診データを使った健康増進アプリ（北海道情報⼤学、江別
市）【⽂献調査】 

 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化 
 

２）事業の概要・特徴 
北海道情報⼤学（江別市）は、市⺠の健康診断データを⼀括管理し、健康増進などに役

⽴てるシステムを実⽤化するアプリを開発しました。蓄積データをもとに⼈⼯知能（AI）が⽣
活改善策や適切な⾷事を⾃動提案するアプリ「LiR」を提供します。 
江別市における 2015 年度の１⼈あたり医療費は年 38 万円と、全国平均に⽐べ 10％⾼

いため、地⽅公共団体のほか個店薬局の団体、⽇本薬局協励会とも連携して広くデータを収
集し、LiR を通じて早い段階で適切な⽣活改善を促し、道⺠の健康寿命を延ばすことを⽬指
しています。 

 

 
図 4-30 システムイメージ 
出所：北海道情報⼤学資料 
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３）事業の体制 
北海道情報⼤学が中⼼となり、江別市、公益財団法⼈北海道科学技術総合振興センタ

ー、⽇本薬局協励会北海道合同⽀部と連携して進めています。 
 

４）活⽤データの概要等 
体組成計測や⾎液検査などのデータに性別も考慮し、AI が「どのような病気のリスクが⾼いか」

「医療機関を受診すべき時期」「採るべき⾷事メニュー」などを助⾔します。 
健康データは、江別市内の公⺠館などに設置された「健康チェック相談所」で集めます。相談

所には⾎圧・脈拍計や体組成計が常備されています。江別モデル（ボランティア）の登録者は
2017 年６⽉時点で約 7,500 ⼈です。 
2017 年６⽉に⽇本薬局協励会北海道合同⽀部と連携し、札幌市の薬局６店舗と北広

島市の１店舗に健康チェック相談所を設置しました。 
LiR には服薬記録も打ち込めるようにしています。 

 
５）参考資料 
●北海道情報⼤学資料 
・⾷と健康のライフイノベーションを実現するためのレコメンドシステム研究開発 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000525410.pdf 

●⽇本経済新聞 電⼦版 
・「道情報⼤、健診データ活⽤し健康増進アプリ」（2017/7/11 7:01） 
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB10H2I_Q7A710C1L41000/ 

●株式会社エスシーシー 
・「⾷のレコメンドサービス『LiR』（リル）」 
http://www.scc-kk.co.jp/solution/medical/lir/ 
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事例 11 ⼦育て総合案内サイト「かけっこ」（掛川市）【⽂献調査】 
 

１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 
住⺠サービスの⾼度化 

 
２）事業の概要・特徴 

⼦育てに係る総合的な情報（⼦育てに関係するイベント、健診のスケジュールや今後必要
な予防接種の情報、⼦育てに関係する施設（保育園、幼稚園、放課後児童クラブなど）、
⼦育てアドバイス、⼦育て施策、掛川市の観光スポット）を提供するポータルサイトです
（2015 年度に発⾜）。 
パーソナライズ設定として、利⽤者が⼦どもの⽣年⽉⽇を登録（任意）することにより、対象

の⼦どもに適した具体的な情報を提供します。 
例）予防接種スケジューラ 

⽉齢に対応した育ち（発達）具合の⽬安（⾷事、排泄、遊び、睡眠など） 
PC だけでなく、スマホにも対応しています。医療機関も検索できます。 

 

 
図 4-31 かけっこの画⾯イメージ 

出所：⼦育て総合案内サイト「かけっこ」 
http://kakegawa-kakekko.appspot.com/ 
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３）事業の体制 
こども政策課が 2015 年度に作成した、⼦育て総合案内サイトです。「平成 30 年度掛川

市⾏政経営⽅針について」では、同課が「掛川市⼦育て総合案内サイト「かけっこ」について、
市⺠ニーズに基づき、機能や情報を充実させ、閲覧者数の増加を図る」としています。 

 
４）活⽤データの概要等 

利⽤者の任意により、⼦どもの⽣年⽉⽇や郵便番号を登録することができます。 
その他、⾏政が保有する各種公開データ（観光ホット NEWS のフェイスブックのページ、医療

機関（今の時間で受診できる医療機関）、施設（学校、公園、⼦育てセンター）等を活⽤
できます。 

 
５）参考資料 
●掛川市 Web サイト 
・⼦育てコンシェルジュ事業 
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/kosodate/kosodate/kosodate.html 

・掛川市⼦育て総合案内サイトかけっこ 
http://kakegawa-kakekko.appspot.com/ 

・平成 30 年度掛川市⾏政経営⽅針について（企画制作部企画政策課） 
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/15605/1/keieihoush
in2018.pdf 
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事例 12 統合型 GIS による災害情報の可視化（浦安市）【⽂献調
査】 
 
１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 

住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価 
 

２）事業の概要・特徴 
浦安市では、地理情報の整備と蓄積を積極的に⾏い、統合型 GIS を構築し、地理情報の

共有化による重複整備費⽤の抑制や、効率的な地理情報の活⽤を進めています。 
また、公開⽤ GIS を整備し、市⺠に防災マップや⽔害マップなど様々な地図を公開するととも

に、犯罪情報提供システムと連携して情報を提供しています。さらに、公開⽤ GIS と電⼦申請
システムを連携し、オンライン申請に関する事務の効率化と市⺠の利便性向上に努めています
（「地⽅公共団体向け地理空間情報に関する Web ガイドブック」より抜粋）。 
震災時には、災害対策本部における被災状況の把握、また仮設トイレや給⽔所設置などの

⽣活復興⽀援作業の状況把握に活⽤し、これらの情報を市⺠向けに提供しました。 
 

住⺠サービスの観点からは、防災や⽔害情報、犯罪発⽣情報などを地図で可視化すること
で、市が持っている様々なデータを市⺠へわかりやすく提供することができました。 
また、⾏政の観点からは、任意の場所の地図をダウンロードすることで、地図の添付が必要な

申請書や届出書のツールとして活⽤することができるようになりました。 
 

３）事業の体制 
情報政策課が所管となって、活⽤するほかの部局と調整して進めています。 

 
４）活⽤データの概要等 

住⺠記録データ（基本４情報）等のさまざまなデータと連携して活⽤しています（住⺠記
録データを利⽤する場合は庁内⼿続が必要です。）。 
データ利⽤部署等が管理するさまざまなデータを活⽤できます。 
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※2018 度にシステム⼊れ替えを検討しており、システム構成が変更予定 
 

図 4-32 GIS 活⽤イメージ 
出所：総務省関東総合通信局 ICT 利活⽤事業実施事例（浦安市：統合型 GIS ⾼度利⽤事

業）の資料を⼀部修正 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ai/jirei/jirei3.pdf 

 
５）参考資料 
●国⼟交通省 web サイト 
・地⽅公共団体向け地理空間情報に関する Web ガイドブック（千葉県浦安市） 
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/webguide/giswg_cassht/473/ 

・地⽅公共団体向け地理空間情報に関する Web ガイドブック（防災分野で GIS を活⽤し
たいが、どのような⽅法があるか知りたい） 
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/webguide/giswg_solsht/1186/ 

●浦安市資料 
・浦安市の統合型 GIS の取り組みについて〜GIS の活⽤と⼈材育成〜 
http://www.mlit.go.jp/common/001069716.pdf 
 

公開用 GIS 

sonicweb 
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事例 13 ちばレポ（ちば市⺠協働レポート）（千葉市）【⽂献調査】 
 

１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 
住⺠サービスの⾼度化 

 
２）事業の概要・特徴 

千葉市内で起きている様々な課題（たとえば道路が傷んでいる、公園の遊具が壊れていると
いった、地域での困った課題）を、ICT（情報通信技術）を使って市⺠がレポートすることで、
市⺠と市役所、市⺠と市⺠の間で、それらの課題を共有し、合理的、効率的に解決することを
⽬指す仕組みです。 
利⽤者は、利⽤者登録が必要です。 
「課題」を地図上に表⽰し、市⺠が地域の課題や解決状況等を共有します。 
利⽤者は、利⽤者登録が必要です。2014 年 9 ⽉からサービスを開始し、レポーターは

5,117 ⼈、レポートは 8,859 件です（2018 年 3 ⽉ 30 ⽇現在）。 
  
 

 
 

図 4-33 「ちばレポ」のしくみ 
出所：千葉市資料 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kataro_miraiJPN/dai5/siryou3.pdf 
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３）事業の体制 
ちば市⺠協働レポート（ちばレポ）運⽤事務局（広報広聴課）が運⽤しています（構築

に当たっては、市⺠局、総務局、環境局、都市局、建設局が関与しました。）。 
 

４）活⽤データの概要等 
利⽤者は利⽤登録時に、⽒名、住所、電話番号、性別、誕⽣年、メールアドレス、職業を

登録します（本⼈同意を取得）。個⼈情報は、千葉市個⼈情報保護条例、ちば市⺠協働
レポート参加登録者等の利⽤に関する規約、ちば市⺠協働レポートレポート公開に関するガイ
ドライン等に基づいて扱います。 
レポートは、利⽤者が位置情報、レポート件名、具体的な状況、分野、写真または動画を

投稿します。レポート情報は、ちば市⺠協働レポート参加登録者等の利⽤に関する規約、ち
ば市⺠協働レポートレポート公開に関するガイドライン等に基づいて扱います。 
「ちば市⺠協働レポート参加登録者等の利⽤に関する規約」では、個⼈情報の取扱い、個

⼈情報の利⽤⽬的、個⼈情報の利⽤・提供、著作権等について規定しています。 
 

公開ガイドラインで規定する個⼈情報が含まれていた場合は、不適切な内容について加⼯
修正した上で⼀部を公開、⼜は全部を⾮公開として対応します。 

 
５）参考資料 
●千葉市提供資料 
●千葉市 Web サイト 
・ちばレポ（ちば市⺠協働レポート） 
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/chibarepo.html 

・ちばレポ Web サイト 
https://chibarepo.secure.force.com/ 
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事例 14 福岡市 LINE 公式アカウント（福岡市）【⽂献調査】 
 

１）事業のタイプ（住⺠サービスの⾼度化／政策⽴案・評価） 
住⺠サービスの⾼度化 

 
２）事業の概要・特徴 

福岡市と LINE 株式会社は、市⺠サービスの向上や地域活性化を⽬的として、情報発信
⼒強化に関する連携協定を 2016 年 10 ⽉に締結しました。 
この協定に基づき、2017 年 4 ⽉「福岡市 LINE 公式アカウント」を開設。防災情報やごみ

の⽇、⼦育てなどの⽣活密着情報を、利⽤者のニーズに応じてタイムリーに LINE で配信する
サービスを実現しました。 
例えば、ごみの種類・住んでいるエリア・通知時間を設定するだけで、ごみの⽇のお知らせが

LINE で配信されます。また、「市政だより」では、｢催し｣｢しごと｣｢講座・教室｣など中から、欲し
いカテゴリーを選択すると、⽉ 2 回の市政だより（紙⾯版）の発⾏に合わせて選択したカテゴリ
ーの記事が配信されます。 
2018 年 2 ⽉ 2 ⽇時点で、友だち登録が約 31.5 万⼈（参考：市⼈⼝は約 157 万

⼈）、2017 年に⾏った利⽤者アンケートでは、約 8 割が「満⾜」「どちらかといえば満⾜」と回
答するなど、⾼い評価を得ています。 
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図 4-34 情報の選択・配信のイメージ 

出所：福岡市資料 
３）事業の体制 

市⻑室広報戦略室広報課が担当窓⼝となっています。体制は以下のとおりです。 
 福岡市： 市政情報の提供 
 LINE 株式会社： LINE 公式アカウントの提供 
 電通アイソバー株式会社：情報配信システムの提供 

 
４）活⽤データの概要等 

ユーザーは、LINE に福岡市の LINE 公式アカウントを登録して利⽤します。 
市は、防災、ごみの⽇、⼦育て情報、市政だより等の市政情報を提供し、ユーザーの

個⼈情報は持ちません 
 

５）参考資料 
●福岡市 Web サイト 

・報道発表資料（福岡市と LINE 株式会社との情報発信強化に関する連携協定締結につ
いて（平成 28 年 10 ⽉ 24 ⽇福岡市 LINE 株式会社）」 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/55066/1/fukuokacitytolinejy
ouhouhassinkyoukarenkeikyouteitiketusikioyobikisyakaiken.pdf 

・ほしい情報だけ LINE で届く！「福岡市 LINE 公式アカウント」 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/kouhou-hodo/social/line.html 


